
 

118 昭
和
二
十
五
年

四
月
六
日
提
出 

質

問

第

一

一

八
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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

食
糧
配
給
公
団
末
端
機
構
の
廃
止
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
二
十
五
年
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月
六
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衆

議

院

議

長 

幣 

原 
喜 

重 

郞 
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提
出
者 

井 

上 

良 

二 

一 

 



四 

民
間
販
売
業
者
が
、
配
給
人
口
の
不
正
、
配
給
食
糧
の
取
換
、
品
質
低
下
等
の
不
正
を
行
つ
た
場
合
い
か
な
る
取
締
を

行
う
か
。 

政
府
は
、
来
る
九
月
末
ま
で
に
食
糧
配
給
公
団
の
末
端
配
給
を
公
団
よ
り
切
り
離
し
、
民
間
業
者
に
そ
の
業
務
を
委
託 

し
、
ま
た
来
年
一
月
よ
り
卸
業
務
も
民
間
に
移
行
す
る
方
針
で
あ
る
が
、
前
記
二
業
務
を
民
間
に
移
行
し
た
場
合
当
然
予
想

さ
れ
る
次
の
諸
点
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

五 

現
に
勤
務
せ
る
公
団
配
給
所
職
員
を
し
て
、
民
間
販
売
業
務
に
移
行
せ
し
め
る
場
合
の
事
務
的
措
置
を
い
か
に
行
う 

三 

以
上
の
外
、
民
間
販
売
業
者
が
政
府
の
委
託
販
売
に
よ
り
欠
損
を
生
じ
た
場
合
は
い
か
に
そ
の
欠
損
を
補
償
す
る
か
。 

一 

消
費
者
へ
の
掛
売
り
の
中
、
回
收
不
能
分
、
即
ち
政
府
へ
の
支
拂
代
金
の
滯
納
を
い
か
に
防
止
せ
ん
と
す
る
か
。 

二 

政
府
拂
下
げ
食
糧
の
中
、
消
費
者
が
配
給
を
受
け
る
こ
と
を
辞
退
し
た
分
に
よ
つ
て
生
ず
る
赤
字
を
い
か
に
し
て
防
止

せ
ん
と
す
る
か
。 

食
糧
配
給
公
団
末
端
機
構
の
廃
止
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

四 

か
。 

六 

公
団
廃
止
に
よ
つ
て
生
ず
る
政
府
職
員
の
増
減
如
何
。
又
そ
の
予
算
的
措
置
如
何
。 

七 

政
府
職
員
の
増
減
に
よ
つ
て
、
消
費
者
価
格
に
影
響
は
な
い
か
。 

右
質
問
す
る
。 
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